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令和６年度当初予算編成方針を次のとおり決定する。 

 

令和５年 10 月 23 日  

胎内市長 井畑 明彦 

 

令和６年度当初予算編成方針 

 

 昨今の世界経済は、いわゆるコロナ禍を脱し、社会経済活動が以前の状態に戻りつ

つあるものの、世界各地で相次いで紛争が発生し、その影響も相まって先行きは依然

不透明であり、電力・ガス・食料品等の価格高騰による市民生活への影響が長期化し

ていることに加え、それに起因する企業の経営環境の悪化なども懸念されるところと

なっている。 

 

市の財政運営においては、これまでも事業見直しなどにより経費の削減に努めてき

たところではあるが、老朽化した施設の補修費用の増加や、電力価格高騰に伴う光熱

費の増加、少子高齢化や保育・子育て環境の向上等に伴う社会保障経費などの増加が

見込まれており、引き続き厳しい財政運営となることが予想される。 

そうした中、令和６年度は、中条小学校改築事業や防災行政無線設備更新事業に象

徴されるように、大規模建設事業が本格化する年度であることから、歳出全般に係る

見直しを根本的なテーマとして予算編成に取り組む必要がある。 

 

令和６年度当初予算編成にあたっては、これらのことを踏まえ、「要求基本方針」及

び「要求要領」に沿った予算要求をされたい。 

 なお、特別会計・公営企業会計についても、一般会計と同様の取り扱いとする。 

 

 

■要求基本方針 

 

各課においては、歳入に見合った予算となるよう特定財源等歳入の確保を図るとと

もに、歳出については、物価高騰等による市民生活への影響を十分に勘案し必要とな

る公共サービスの提供を確保する一方、要求全般にわたり求められるニーズをしっか

りと把握して、創意工夫による事務事業の合理化や効率化を図った上で予算要求を行

うこと。 

 

 

■要求要領 

 

 歳出 

１  国県支出金が廃止・削減された事業については、市においても事業の必要

性を検討し、事業の廃止や縮小などの見直しを行うこと。 

 

２   投資的経費（普通建設事業費等）については、後年度の公債費を抑制する

ため、事業効果や緊急性等を十分に検討のうえ、真に必要な事業についての

み要求すること。 

 

３  扶助費についても、積算根拠を十分に精査し必要最小限の要求とすること。 
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４  会計年度任用職員については人員適正化の観点及び業務量調査の状況によ

ることから、業務量調査で提出した人数、勤務時間等の範囲内で必要最小限

の要求とすること。また、勤務時間の縮減や業務委託への移行等も検討する

こと。 

 

  ５  令和４年度決算において多額の不用額を生じた経費については内容を分析

のうえ適切に見積もること。 

 

  ６  委託料等において内容が主に人件費相当額となっているものについては、

人件費の額が妥当なものであるか近隣市等他団体の状況なども参考にしなが

ら、十分に精査したうえで適切に見積もること。 

 

 

歳入 

１  歳入全般については、積極的な見直しを行い財源確保に努めること。 

 

２  使用料及び手数料、負担金等については、事業のコストを勘案し、近隣市

等他団体の状況も把握しながら、対象や設定料金の水準が妥当であるかどう

かの再検討を行ったうえで、適正化と収入の確保を図ること。 

 

３  各事業の実施に当たっては、財源確保のため、国、県の補助制度等につい

ての情報を収集し、特定財源の活用に努めること。 

 

４  国県支出金を特定財源とする場合は、国、県の制度改正等の動向に十分留

意し、歳入が確実に見込めるもののみ要求すること。 

 

５  有効活用が図られていない市有財産（土地・建物）の活用を十分に検討し、

未利用市有地の積極的な売却や貸付を図ること。 

 

その他 

１  要求書の提出後も国、県の動向に留意して情報収集を行い、積算額につい

て変更の必要が生じた場合は、速やかに財政課と協議のこと。 

 

２  施設の管理委託等については、必要性と契約の方法を十分検討し、委託内

容を見直すなど一層の節減に努めたうえで適正な額を見積もること。 

 

３  補助金については、「補助金等のあり方に関するガイドライン」に沿って、

その目的、必要性、効果を十分に精査し、廃止や休止も視野に入れた中でゼ

ロベースからの検討を行うこと。 

 

４  第２次総合計画を踏まえた予算要求とすること。 

 

 

 


